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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試験車両のフック係合部に係合されるフックが一端側に設けられたチェーンと、ピット
床面に取り付けられていて該ピット床面上において上記チェーンを引き出す支柱と、上記
チェーンを巻き取るチェーン巻取機構と、を備え、
　上記支柱は、ピット床面に出没可能に取り付けられ、
　上記チェーンは、上記支柱内に設けたプーリーに懸架されて上記ピット床面の下部のピ
ット内に据え付けた上記チェーン巻取機構で巻き取られ、
　上記チェーン巻取機構は、上記チェーンの張力を検出する張力検出装置と、上記チェー
ンの送り出し及び巻き取りを行う巻取機構本体部と、この巻取機構本体部を浮き上がり可
能に支持する支持部とを備えたこと
を特徴とするシャシーダイナモメータの車両固定装置。
【請求項２】
　試験車両のフック係合部に係合されるフックが一端側に設けられたチェーンと、ピット
床面に取り付けられていて該ピット床面上において上記チェーンを引き出す支柱と、上記
チェーンを巻き取るチェーン巻取機構と、を備え、
　上記支柱は、ピット床面に出没可能に取り付けられ、
　上記チェーンは、上記支柱内に設けたプーリーに懸架されて上記ピット床面の下部のピ
ット内に据え付けた上記チェーン巻取機構で巻き取られ、
　上記支柱は、上記ピット床面の下部に取り付けられた固定部と、固定部内に昇降可能に



(2) JP 6061016 B2 2017.1.18

10

20

30

40

50

嵌合されていて上昇させることにより上記ピット床面に設けた支柱出没孔から上記ピット
床面上に突出し、下降させることによりピット内に収容される箱型の昇降部と、を備え、
　上記昇降部は、側面に、上記プーリーに懸架されているチェーンを上記ピット床面上に
引き出すチェーン引出用開口部を備え、上端部に、上記昇降部を下降させてピット内に収
納したときに上記ピット床面と面一になって上記支柱出没孔を塞ぐ支柱出没孔閉塞面を備
え、下端部に、上記固定部内を上下に隔成する仕切面を備え、
　上記仕切面に、上記チェーンをピット内に導入するチェーン挿通孔を設け、
　上記チェーン巻取機構は、上記チェーンの張力を検出する張力検出装置を備えたこと
を特徴とするシャシーダイナモメータの車両固定装置。
【請求項３】
　上記チェーン巻取機構は、上記チェーンの送り出し及び巻き取りを行う巻取機構本体部
と、この巻取機構本体部を浮き上がり可能に支持する支持部とをさらに備えたこと
を特徴とする請求項２に記載のシャシーダイナモメータの車両固定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャシーダイナモメータにおいて、試験車両の車輪をシャシーダイナモメー
タのローラの真上に載置した状態で試験車両を固定する車両固定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シャシーダイナモメータの車両固定装置として図５，図６に示すものが知られている。
図５，図６において、１は車両固定装置であり、試験車両２の前方と後方に各一対ずつ配
置されて、試験車両２を四方に放射状に牽引することにより、試験車両２の車輪３をシャ
シーダイナモメータのローラ４の真上に載置した状態に固定する。
【０００３】
　車両固定装置１は、先端のフック５が試験車両２のフック係合部２ａに係合されるチェ
ーン６と、ピット床面７上に取り付けられていて上記チェーン６を引き出す支柱８と、上
記ピット床面７上に設けられていて上記チェーン６を巻き取るチェーン巻取機構（図示省
略）と、を備えている。
【０００４】
　そして、上記フック５を試験車両２のフック係合部２ａに係合して、上記チェーン巻取
機構でチェーン６を巻き取って牽引することにより、試験車両２を固定する構成になって
いる。なお、図６において、９は、試験車両２の車輪３をシャシーダイナモメータのロー
ラ４の真上に位置させるための車輪センタリング装置である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２１５９９６号公報
【特許文献２】特開２００９－１２８３１９号公報
【特許文献３】特開平１０－３０７０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記従来の車両固定装置１は、ピット床面７上に取り付ける構成になってい
たために、次に述べるような問題点があった。
（１）車両固定装置１がピット床面７上に突出しているために、試験車両２をピット床面
７上に搬入し、車輪３をローラ４上に載置する際の障害になる。特に、コールドスタート
試験の場合は、エンジンを使用せずに人力によって試験車両を搬入しなければならないた
めに、ピット床面７上に僅かな段差があっても、これが障害になり搬入が困難になる。障
害にならないようにするためには、試験車両２を搬入する前に車両固定装置１を取り外し
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、試験車両搬入後に車両固定装置１をピット床面７上に取り付ければよいのであるが、車
両固定装置１の取り付け、取り外しには多くの時間と人手を必要とする。また、コールド
スタートの場合は、コールド状態を維持するために素早い固定作業が要求される。
（２）試験車両２をマイナス３０℃前後の低温に曝した状態で試験を行なう低温環境下試
験においては、上記チェーン巻取機構が低温に曝されるために故障の原因になる。また、
低温環境下試験においては、低温下で固定作業をしなければならないために作業者にとっ
て肉体的な負担になり、斯かる面からも素早い固定作業が要求される。
【０００７】
　本願発明は、上記従来の問題点を解決し、車両固定装置の取り付け、取り外しを行なわ
ずに試験車両の搬入を可能にしたものである。また、車両固定装置のチェーン巻取機構が
低温の曝されるのを防止できるようにすると共に、試験車両の固定を簡単、迅速に行なう
ことができるようにしたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、試験車両のフック係合部に係合されるフックが一端側に設けられた
チェーンと、ピット床面に取り付けられていて該ピット床面上において上記チェーンを引
き出す支柱と、上記チェーンを巻き取るチェーン巻取機構と、を備え、
　上記支柱は、ピット床面に出没可能に取り付けられ、
　上記チェーンは、上記支柱内に設けたプーリーに懸架されて上記ピット床面の下部のピ
ット内に据え付けた上記チェーン巻取機構で巻き取られ、
　上記チェーン巻取機構は、上記チェーンの張力を検出する張力検出装置と、上記チェー
ンの送り出し及び巻き取りを行う巻取機構本体部と、この巻取機構本体部を浮き上がり可
能に支持する支持部とを備える。
【０００９】
　請求項２の発明は、試験車両のフック係合部に係合されるフックが一端側に設けられた
チェーンと、ピット床面に取り付けられていて該ピット床面上において上記チェーンを引
き出す支柱と、上記チェーンを巻き取るチェーン巻取機構と、を備えたシャシーダイナモ
メータの車両固定装置において、
　上記支柱は、ピット床面に出没可能に取り付けられ、
　上記チェーンは、上記支柱内に設けたプーリーに懸架されて上記ピット床面の下部のピ
ット内に据え付けた上記チェーン巻取機構で巻き取られ、
　上記支柱は、上記ピット床面の下部に取り付けられた固定部と、固定部内に昇降可能に
嵌合されていて上昇させることにより上記ピット床面に設けた支柱出没孔から上記ピット
床面上に突出し、下降させることによりピット内に収容される箱型の昇降部と、を備え、
　上記昇降部は、側面に、上記プーリーに懸架されているチェーンを上記ピット床面上に
引き出すチェーン引出用開口部を備え、上端部に、上記昇降部を下降させてピット内に収
納したときに上記ピット床面と面一になって上記支柱出没孔を塞ぐ支柱出没孔閉塞面を備
え、下端部に、上記固定部内を上下に隔成する仕切面を備え、
　上記仕切面に、上記チェーンをピット内に導入するチェーン挿通孔が設けた。
【００１０】
　さらに、この請求項２の発明おいて、上記チェーン巻取機構は、上記チェーンの張力を
検出する張力検出装置を備える。
【００１１】
　請求項３の発明は、請求項２のシャシーダイナモメータの車両固定装置において、
　上記チェーン巻取機構は、上記チェーンの送り出し及び巻き取りを行う巻取機構本体部
と、この巻取機構本体部を浮き上がり可能に支持する支持部とをさらに備える。
【発明の効果】
【００１２】
（１）請求項１の車両固定装置は、支柱をピット内に収納することにより、試験車両をシ
ャシーダイナモメータのローラ上に載せる際などに支柱が邪魔になるのを防止することが
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できる。特に、ピット床面をフルフラットにし、段差を無くすことにより、コールドスタ
ート試験を行なう場合にも、人力により容易に試験車両を搬入することが可能になる。ま
た、チェーン巻取機構をピット内に据え付けたので、コールドスタート試験においてもチ
ェーン巻取機構が低温に曝されるのを防止することができる。さらに、チェーンの張力を
検出できる。
（２）請求項２の車両固定装置は、昇降部を上昇させると、昇降部は、ピット床面上に突
出して、チェーンを側面に設けたチェーン引出用開口部から引き出し可能になる。したが
って、チェーンを引き出してその先端のフックを試験車両のフック係合部に係合して、上
記チェーン巻取機構でチェーンを牽引することにより、試験車両を固定して、試験車両の
各種の試験を行なう。そして、試験終了後は、チェーンを昇降部内に収容した後に、昇降
部を下降させれば、該昇降部はピット内に収納されて、上端面で上記ピット床面に設けた
支柱出没孔を閉塞する。
【００１３】
　また、請求項２の車両固定装置においては、昇降部の下端部に設けた仕切面によって、
固定部内を上下に仕切るとともに、上記仕切面に設けたチェーン挿通孔を介してチェーン
をピット内に導入しており、チェーン挿通孔という狭い空間を介してのみピット床面上と
ピット内は連通するので、コールドスタート試験において、ピット床面上の冷気が支柱を
介してピット内に漏れるのを抑制することができる。さらに、チェーンの張力を検出でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の車両固定装置の使用状態を示す平面図。
【図２】Ａは支柱をピット内に収納した状態の図１のＡ－Ａ断面図、Ｂは支柱をピット内
に収納した状態の図１のＢ－Ｂ断面図。
【図３】Ａは支柱をピット床面上に突出させた状態の図１のＡ－Ａ断面図、Ｂはピット床
面上に突出させた状態の図１のＢ－Ｂ断面図。
【図４】支柱の分解斜視図。
【図５】従来例の平面図。
【図６】従来例の側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を示す図面を参照して説明する。図１は本発明の車両固定装置
１１の使用状態を示す平面図、図２Ａは支柱をピット床面下に収納した状態の図１のＡ－
Ａ断面図、図２Ｂは支柱をピット床面下に収納した状態の図１のＢ－Ｂ断面図、図３Ａは
支柱をピット床面上に突出させた状態の図２Ａと同様の断面図、図３Ｂは支柱をピット床
面上に突出させた状態の図２Ｂと同様の断面図、図４は支柱の分解斜視図である。なお、
図５，６に示した背景技術と共通する部分には同一符号を付して重複する説明を省略する
。
【００１６】
　図５，６に示した背景技術との主たる相違点は、本発明の車両固定装置１１は、支柱１
２がピット床面７に設けた支柱出没孔１３から出没可能になっていることである。
【００１７】
　車両固定装置１１は、不使用時には、図２に示すように、支柱１２を昇降駆動機構１４
でピット床面７の下部のピット１５内に収納し、使用時には、図３に示すように、支柱１
２を昇降駆動機構１４で支柱出没孔１３からピット床面７上に突出させる。そして、支柱
１２からチェーン６を引き出して、その先端のフック５を試験車両２のフック係合部２ａ
に係合させた後に、チェーン６をピット１５の底部に設けたチェーン巻取機構１６で巻き
取ってチェーン６を牽引することにより、試験車両２を固定する構成になっている。１７
は、昇降駆動機構１４及びチェーン巻取機構１６の駆動を制御する制御装置である。
【００１８】
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　図４に示すように、支柱１２は、ピット床面７の下面に取付部材１８により取り付けら
れた直方体形状の筒状の固定部２１と、固定部２１に挿入されて該固定部２１内を昇降す
る箱型の昇降部２２と、を備えている。
【００１９】
　昇降部２２は、チェーン６を懸架するプーリー２３を内部に備え、該プーリー２３に懸
架されたチェーン６を引き出すチェーン引出開口部２４を一側面に備えている。
【００２０】
　また、昇降部２２は、図２に示すように、固定部２１内を下降させてピット内に収納し
たときにピット床面７と面一になって支柱出没孔１３を塞ぐ支柱出没孔閉塞面２５を上端
部に備えているとともに、下端部には、図３示すように、固定部２１内を上下に仕切る仕
切面２６を備え、該仕切面２６にはチェーン６をピット１５内に導入するためのチェーン
挿通孔２７が形成されている。
【００２１】
　仕切面２６は、図３に示すように、昇降部２２をピット床面７上に突出させたときに、
固定部２１の高さ方向の略中央部に位置して、固定部２１内を上下に仕切っていて、ピッ
ト床面７上の空気がチェーン引出開口部２４、昇降部２２および固定部２１内を通ってピ
ット１５内に侵入するのを抑制している。
【００２２】
　次に、昇降部２２を昇降させる昇降駆動機構１４について説明する。図２，図３に示す
ように、昇降駆動機構１４は、上端部が昇降部２２の仕切面２６の下面にジョイント３１
により連結されたボールネジ３２と、ボールネジ３２に螺合されていて正逆方向への回転
によりボールネジ３２及び昇降部２２を昇降させるボールナット３３と、該ボールナット
３３を正逆方向へ回転させる昇降用のモータ３４と、ボールナット３３および昇降用のモ
ータ３４を組み付けたホルダ３５と、を備えている。
【００２３】
　そして、昇降用のモータ３４でボールナット３３を一方向に回転させるとボールネジ３
２および昇降部２２が上昇し、ボールナット３３を他方向に回転させるとボールネジ３２
および昇降部２２が下降する。なお、ホルダ３５の下部にはボールネジ３２の下端側を収
容するためのボールネジ収納筒部が設けられている。
【００２４】
　次に、チェーン６を巻き取るチェーン巻取機構１６について説明する。チェーン巻取機
構１６は、チェーン６の送り出し及び巻き取りを行なうスプロケット４１及び該スプロケ
ット４１を回転駆動するモータ４２等を備えたチェーン巻取機構本体部４３と、チェーン
巻取機構本体部４３を浮き上がり可能に支持しているホルダ４４と、ホルダ４４の下部に
フック４５を介して接続されたトルクメータ４６と、を備えている。
【００２５】
　チェーン巻取機構１６は、チェーン６の先端のフック５を試験車両２のフック係合部２
ａに係合して、チェーン６を牽引することにより、試験車両２を固定する。
【００２６】
　このとき、チェーン６を牽引する力がチェーン巻取機構本体部４３の重量を超えると、
チェーン巻取機構本体部４３がホルダ４４から浮き上がり、トルクメータ４６によってチ
ェーン６の張力が検出される。
【００２７】
　次に、車両固定装置１１の使用方法及び作用、効果について説明する。車両固定装置１
１を使用しないときには、図２に示すように、昇降駆動機構１４で昇降部２２を固定部２
１内において下降させて、ピット１５内に収納することにより、支柱がピット床面７上に
突出して邪魔になるのを防止する。
【００２８】
　昇降部２２を下降させる際に、昇降部２２の上端の支柱出没孔閉塞面２５を、ピット床
面７に面一に揃えることにより支柱出没孔１３部分に段差が発生するのを防止する。
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【００２９】
　段差の発生を防止するので、作業員等が段差に躓いて転倒したりするのを未然に防止す
ることができるとともに、試験車両２をローラ４上に載せる際にも段差がないので、試験
車両２をローラ４上にスムースに導入することができる。
【００３０】
　試験車両２をローラ４上に載せたら、昇降駆動機構１４で昇降部２２を上昇させると、
昇降部２２は、固定部２１でガイドされながらピット床面７上に突出する。
【００３１】
　昇降部２２を試験車両２の車高に合わせて所望の高さに上昇させたら、昇降部２２から
チェーン６を引き出して、先端のフック５を試験車両２のフック係合部２ａに係合する。
【００３２】
　そして、チェーン６をチェーン巻取機構１６で牽引する。チェーン６を牽引した際に、
チェーン巻取機構本体部４３がホルダ４４から浮き上がると、チェーン巻取機構本体部４
３によってトルクメータ４６が引っ張られてチェーン６のテンション値が検出される。
【００３３】
　したがって、チェーン６には、チェーン巻取機構本体部４３の重量に、トルクメータ４
６によって検出されたチェーン６のテンション値を加えた張力が作用する。
【００３４】
　そして、４つの車両固定装置１１によりチェーン６で試験車両２を放射状に均等に牽引
することにより、試験車両２を固定する。
【００３５】
　なお、試験車両２をマイナス３０℃前後の低温に曝した状態で試験を行なう所謂コール
ドスタートにおいて、ピット床面７上の冷気が、昇降部２２および固定部２１を通ってピ
ット床面７の下部のピット１５内に漏れ出すのを、昇降部２２の下端部に設けた仕切面２
６によって防止することができる。
【００３６】
　仕切面２６にはピット内にチェーン６を導入するためのチェーン挿通孔２７が設けられ
ているが、チェーン挿通孔２７は、チェーン６を導入するために必要最小限の面積であれ
ばよいので、ピット床面７上の冷気がピット内に漏れるのを抑制することができる。
【符号の説明】
【００３７】
　１，１１…車両固定装置
　２…試験車両
　３…車輪
　４…ダイナモメータのローラ
　５…フック
　６…チェーン
　７…ピット床面
　８，１２…支柱
　９…センタリング装置
　１３…支柱出没孔
　１４…昇降駆動装置
　１５…ピット
　１６…チェーン巻取機構
　２１…支柱の固定部
　２２…支柱の昇降部
　２３…プーリー
　２４…チェーン引出用開口部
　２５…支柱出没孔閉塞板
　２６…仕切面
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　２７…チェーン挿通孔
　３１…ジョイント
　３２…ボールネジ
　３３…ボールナット
　３４…昇降用のモータ
　３５…ホルダ
　４６…トルクメータ

【図１】 【図２】
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